
包括的相談支援事業
その他関係機関

関係機関との連携
既存のケース会議

市地域福祉課 or 市社会福祉協議会で受付、関係機関等の調整、会議開催等の判断
※市社会福祉協議会は、多機関協働事業、参加支援事業、アウトリーチ等事業受託者である

これまでの連携で問題ない場合

よりそい会議・支援会議
※情報共有、役割分担、プラン作成等

まるごと推進会議
※重層事業全体の評価等

困りごとが
ある市民等
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※再度課題の解きほぐし等が必要となった場合は、
重層事業を再度利用することもある。

関係機関で支援を継続
※関係機関に社協も含まれるが、重層事業におい
ての社協のモニタリングは終了となる。

重層事業
の出口

※図の①～⑥は、
社会福祉法第106条の
４第２項第１号～６号
を表している。
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